
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩ事業費の算定及び支払方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料-４ 

 佐原広域交流拠点ＰＦＩ事業（以下「本事業」という。）は、民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）（以

下「ＰＦＩ法」という。）の定める手続きにより、国と香取市が共同で実施するも

のであり、「本事業」を適正かつ確実に実施した場合の対価である「ＰＦＩ事業費」

は、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び「香取市」が、選定事業者で

ある「事業者」に支払うものとし、以下にその算定方法と支払方法を示す。 

 なお、本記載内容において用いられる引用符付きの用語の意義は、別段の定めが

ないかぎり「事業契約書」別紙２及び「維持管理・運営業務委託契約書」別紙２に

記載する用語の定義に定めるところによる。 
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1.ＰＦＩ事業費の算定方法 

(1)ＰＦＩ事業費の内訳 

  本事業の「ＰＦＩ事業費」は、以下の項目により構成されることとなる。 

表１．ＰＦＩ事業費の構成 

 項目 内訳 構成される費用の内容 

施設費（割賦原

価） 

施設費（まちづ

くり交付金対象

施設） 

施設整備にかかる調査・設計費 

建設工事費 

工事監理費 

必要な行政手続きに関する費用 

建中金利 

開所関連経費 

融資組成手数料その他施設整備に関する初期投資と認めら

れる費用等 

消費税等 施設費にかかる消費税等 

①施設整

備費 

支払金利  資金調達に必要な融資等にかかる金利 

維持管理費 

建築の維持管理業務費用 

建築設備の維持管理業務費用 

建築、建築設備の清掃業務費用 

土木の維持管理業務費用 

保険料 

運営業務費 

河川利用情報発信施設運営業務費用 

水辺交流センター運営業務費用 

地域交流施設運営業務費用 

外構施設運営業務費用 

安全管理業務費用 

広報業務費用 

総務業務費用 

※上記から「香取市が管理する施設」にかかる「利用料金

制度」に基づく事業者の収入を差し引く 

②維持管

理・運営

費 

消費税等 維持管理・運営費にかかる消費税等 

その他の費用 

特別目的会社の運営費(人件費、一般管理費、事務費等) 

法人税、法人住民税、法人事業税等の法人の利益に対して

かかる税金 

特別目的会社の税引後利益(株主への配当への原資等) 

Ｐ

Ｆ

Ｉ

事

業

費 

③その他

の費用 

消費税等 その他の費用にかかる消費税等 
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①施設整備費 

 「施設費」には、施設の整備にあたっての調査・設計費、建設工事費、工事監理

費、工事に伴う備品整備費、建築確認申請等の手続きに要する費用（書類作成、申

請手数料、説明会開催費等）、各種契約にかかる諸費用、その他「引渡日」までに「本

事業」を実施するために「事業者」が必要とする費用を含むものとし、これらの費

用の総額を「施設費」とする。なお、香取市が管理者となる施設の「施設費」は、

割賦原価対象分と一括支払分（「まちづくり交付金対象施設」要求水準書参考資料-

５参照）に分けられる。 

 「支払金利」は、「事業契約」に定める回数による「施設費」（割賦原価）の元利

均等の分割払いを前提とした、割賦支払に必要な割賦金利のうち、事業者の資金調

達に必要な融資等に係る金利とする。 

 割賦金利は、元利均等払いを前提とするものであり、基準金利と事業者の提案に

よるスプレッドの合計とする。 

②維持管理・運営費 

 「維持管理・運営費」は、施設引渡し後の「本施設」の「供用開始日」から事業

期間の終了日までの事業期間中に生じる維持管理業務及び施設引渡し後の「本施設」

の開業日から事業期間の終了日までの事業期間中に生じる運営業務の費用の総額と

する。 

③その他の費用 

 その他の費用は、「供用開始日」から事業期間の終了日までの事業期間中に生じる、

「本事業」を実施するために「事業者」が直接必要とする事業者の経費、税金、税

引後利益に相当するとする。 

 なお、独立採算事業の趣旨に鑑み、地域交流施設の飲食施設及び水辺交流センタ

ーの一部その他を利用した付帯事業における設備・内装工事費、運営費及びその他

の費用、地域交流施設の物販施設の運営費及びその他の費用については、公共から

の支払対象としてのＰＦＩ事業費には含まない。 

(2)PFI 事業費の支払 

 「本事業」においては、「発注者」と「事業者」との間で締結される「事業契約」、香

取市と「事業者」との間で締結される「維持管理・運営業務委託契約」、「発注者」、香取

市及び「事業者」の三者間で締結される「三者覚書」に基づいて「ＰＦＩ事業費」を支

払うこととなる。 

 「事業契約」は、「支出負担行為担当官」としての「発注者」が「本事業」に係る「施

設整備業務」及び「維持管理・運営業務」の実施による対価（以下「国分ＰＦＩ事業費」

という。）、「契約担当官」としての「発注者」が香取市をして「香取市施設」に係る「施

設整備業務」の実施による対価（以下「香取市分委託費」という。）をそれぞれ「事業者」

に対して支払わせることを規定している。 

 ただし、香取市は「事業契約」の当事者ではないが、「事業契約」に基づいて香取市が

管理者となる施設に係る「施設整備業務」の実施による対価の支払を直接かつ単独で負

担することを「発注者」、香取市及び「事業者」の三者間で確認する「三者覚書」に明記

する。 
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 また、「維持管理・運営業務委託契約」は、香取市が「香取市が管理する施設」に係る

「維持管理・運営業務」の実施による対価を「事業者」に支払うことを規定している。 

(3)入札価格及び落札価格との関係 

 入札価格は、「支出負担行為担当官」としての「発注者」が契約する「国分ＰＦＩ事業

費」と「契約担当官」としての「発注者」が契約する「香取市分委託費」の合計金額（消

費税及び地方消費税(以下｢消費税等｣という)を含む。）とし、入札書に記載された金額を

もって落札価格とする。 

(4)ＰＦＩ事業費の負担内訳 

 ＰＦＩ事業費の負担内訳は、以下の表に示すとおりとする。 
表２．ＰＦＩ事業費の負担内訳 

負担内訳 
ＰＦＩ事業費の構成 

負担割合 負担者 事業契約書等における用語 

入札価

格対象

A/C 発注者 国分施設費 ○ 
施設費 

B/C 香取市 香取市分施設費 ○ 

A/(C-F) 発注者 国分支払金利 ○ 
支払金利 

(B-F)/(C-F) 香取市 香取市分支払金利 ○ 

A/C 発注者 国分施設費にかかる消費税等 ○ 

施
設
整
備
費 

消費税等 
B/C 香取市 香取市分施設費にかかる消費税等 ○ 

D×G 発注者 国分維持管理費 ○ 
維持管理費 

D×(1-G) 香取市 香取市分維持管理費  

E×G 発注者 国分運営業務費 ○ 
運営業務費 

E×(1-G) 香取市 香取市分運営業務費  

D×G 発注者 国分維持管理費にかかる消費税等 ○ 維持管理費
消費税等 D×(1- G) 香取市 香取市分維持管理費にかかる消費税等  

E×G 発注者 国分運営業務費にかかる消費税等 ○ 

維
持
管
理
・
運
営
費 運営業務費

消費税等 E×(1-G) 香取市 香取市分運営業務費にかかる消費税等  

(A+(D+E)×G) 

/(C+D+E) 
発注者 国分その他の費用 ○ 

その他の費
用 (B+(D+E)×

(1-G))/(C+D+E) 
香取市 香取市分その他の費用  

(A+(D+E)×G) 

/(C+D+E) 
発注者 国分その他の費用にかかる消費税等 ○ 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
費 

そ
の
他
の
費
用 

消費税等 
(B+(D+E)×

(1-G))/(C+D+E) 
香取市 香取市分その他の費用にかかる消費税等  

※表中の「発注者」は、「支出負担行為担当官」としての「発注者」となる。 
※表中の「国分施設費」、「国分支払金利」、「国分維持管理費」、「国分運営業務費」、「国分その他の費用」、

「国分施設費にかかる消費税等」、「国分維持管理費にかかる消費税等」、「国分運営業務費にかかる消費
税等」、「国分その他の費用にかかる消費税等」の合計が「国分ＰＦＩ事業費」となる。 

※表中の「香取市分施設費」、「香取市分支払金利」、「香取市分施設費にかかる消費税等」の合計が「香取
市分委託費」となる。 

※「香取市分運営業務費」は「香取市が管理する施設」の運営業務に必要な経費から、「香取市が管理する
施設」にかかる「利用料金制度」に基づく事業者の収入を差し引いた額とする。 

※表中の負担割合におけるＡ～Ｇは以下のとおり。 
 Ａ：「国施設」に係る「施設費」 
 Ｂ：「香取市が管理者となる施設」に係る「施設費」 
 Ｃ：「本施設」の全ての「施設費」 
 Ｄ：「本施設」の全ての維持管理費 
 Ｅ：「本施設」の全ての運営業務費 
 Ｆ：「まちづくり交付金対象施設」に係る「施設費」 
 Ｇ：０．５３６（「発注者」の積算に基づく「国分維持管理・運営業務費」の割合による） 
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(5)入札価格の算定方法 

 入札価格は、以下の条件に基づいて算定する。 

①事業期間の設定 

落札者は「事業者」を平成２０年６月１０日に設立するものとし、当該設立日より

最初に到来する３月３１日までを初年度とし、また、初年度以降４月１日より３月３

１日までの１年間を各事業年度として、平成３７年３月３１日までの約１６年１０ヶ

月の事業期間における「ＰＦＩ事業費」を算定する。 

②施設整備費の算定 

②－１ 施設費（割賦原価） 

「施設費」は、「本施設」の整備にあたっての調査・設計費、建設工事費、工事監埋

費、工事に伴う備品整備費、建築確認申請等の手続きに要する費用（書類作成、申請

手数料）、各種契約にかかる諸費用、その他「引渡日」までに「本事業」を実施するた

めに「事業者」が必要とする費用の総額とする。 

なお、「施設費」のうち「まちづくり交付金対象施設」については、業務要求水準書

（資料３）参考資料-５に基づき算定し、割賦支払の対象としない。 

②－２ 支払金利 

「支払金利」は、「事業契約」に定める回数による元利均等の分割払いを前提とした、

割賦支払に必要な割賦金利のうち、資金調達等に必要な融資等に係る金利とする。 

割賦金利の利率は、「施設費」の元利均等払いを前提とする基準金利の利率と提案に

よるスプレッドの合計とし、基準金利の利率は、午前１０時現在の東京スワップ・レ

ファレンス・レート（Ｔ．Ｓ．Ｒ）としてテレレート１７１４３ページに表示されて

いる６ケ月ＬＩＢＯＲベース１５年物（円／円）金利スワップレートとする。 

なお、割賦金利は平成２０年１０月３１日に見直しを想定していることから、入札

時には、平成１９年１０月２６日に公表される基準金利の利率をもとにした資金調達

等に必要な融資等の金利を使って算定する。 

また、割賦金利の利率は、金融機関等からの調達予定利率と同率であることを条件

としないが、「事業者」の資金収支計算書（様式集及び記載要領(案)<添付資料財務④>）

における金融機関等への借入金等支払利息の金額と「支払金利」は同額としなければ

ならない。なお、割賦金利の金額と「支払金利」の金額に差額がある場合は、当該差

額を表１の「その他の費用」に加えて請求することとなる為、当該差額にも「消費税

等」が課税されることに留意されたい。 

③維持管理・運営費の算定 

「維持管理・運営費」については、「事業計画書」に基づいて「本施設」の「供用開

始日」から平成３７年３月３１日までに発生する維持管理費及び施設引渡し後の本施

設開業日（平成２２年４月１日を想定）から平成３７年３月３１日までに発生する運
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営業務費を算定する。なお、初年度が１年に満たない場合は、維持管理費については

「供用開始日」より最初に到来する３月３１日までの期間において生じた費用を日割

計算により算定する。 

③－１－１ 国分維持管理費 

維持管理費のうち、表２に示す負担割合により算定する。 

 （国分維持管理費）＝維持管理費×（０．５３６） 

③－１－２ 香取市分維持管理費 

維持管理費のうち、表２に示す負担割合により算定する。 

 （香取市分維持管理費）＝維持管理費×（１－０．５３６） 

③－２－１ 国分運営業務費 

運営業務費のうち、表２に示す負担割合により算定する。 

 （国分運営業務費）＝運営業務費×（０．５３６） 

③－２－２ 香取市分運営業務費 

運営業務費のうち、表２に示す負担割合により算定する。 

 （香取市分運営業務費）＝運営業務費×（１－０．５３６） 

④その他の費用 

④－１ 事業者の運営費 

事業者の運営費については、「事業計画書」に基づいて、「本施設」の「供用開始日」

から平成３７年３月３１日までに発生する費用を算定する。なお、初年度が１年に満

たない場合は、「供用開始日」より最初に到来する３月３１日までの期間において生じ

た費用を日割計算により算定する。 

④－２ 法人税等 

法人税等の利益に対してかかる税金については、「事業計画書」における損益計算書

に基づいて事業年度毎に算定する。なお、損益計算書は３月末日を決算日とする。 

④－３ 税引後利益 

「事業計画書」における損益計算書に基づいて事業年度毎に算定する。 

④－４ 国分及び香取市分その他の費用 

「その他の費用」のうち、表２に示す負担割合により算定する。 

（国分その他の費用） 

 

＝「その他の費用」× 
「国分施設費」+「国分維持管理・運営費」 

「本施設」の「施設費」「維持管理・運営費」の合計 
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（香取市分その他の費用） 

 

＝「その他の費用」× 

⑤消費税等 

各費用にかかる消費税等（消費税及び地方消費税）については、課税対象外のもの

を除き、その相当額を事業年度ごとに算定する。 

(6)各段階におけるＰＦＩ事業費の算定 

 「ＰＦＩ事業費」は、その内訳を以下の各段階において精査し、「事業契約」第４０条

第３項の定めるところにより「本施設」の「引渡日」の３０日前に確定するものとする。

ただし、基準金利及び物価変動を改定する場合を除くものとする。 

 なお、「ＰＦＩ事業費」の内訳において、表２の負担割合のうち国が管理者となる施設

に係る「国分施設費」及び「香取市分施設費」の分割方法については、「基本協定」締結

後から「事業契約」締結までに、提案された「事業計画書」の内容に基づいて「発注者」

と協議の上、定めることとする。 

①「事業契約」締結後１４日以内 

「事業契約」第２４条第１項の定めるところにより、「事業契約」及び「維持管理・

運営業務委託契約」の契約金額をもとに、表２の負担割合に従い「ＰＦＩ事業費」の

内訳を算定する。なお、「国分施設費」及び「香取市分施設費」については、「発注者」

と協議の上決定するものとする。 

②基本設計完了時 

「事業契約」第４０条第１項の定めるところにより、表２の負担割合に従い「ＰＦ

Ｉ事業費」の内訳を算定する。なお、「国分施設費」及び「香取市分施設費」について

は、「発注者」と協議の上決定するものとする。 

③平成２０年１１月１４日 

「事業契約」第４０条第２項の定めるところにより、表２の負担割合に従い「ＰＦ

Ｉ事業費」の内訳を確定する。 

「香取市分施設費」+「香取市分維持管理・運営費」 

「本施設」の「施設費」「維持管理・運営費」の合計 
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2.ＰＦＩ事業費の支払方法 

(1)各費用の支払額算定方法 

 国及び香取市は、ＰＦＩ事業費の支払額を構成する各項目を算定し、以下のとおり支

払うものとする。 

①施設整備費の支払額算定方法 

ア.施設費の支払額算定方法 

 「事業契約書」別紙１による「国分施設費」及び「香取市分施設費」（「まちづく

り交付金対象施設」分を除く。）は、元利均等の分割払いにより、事業期間にわたり

年２回、全 31 回の支払（本施設の引き渡し日から最初に到来する事業年度（支払初

年度）の支払額については、当該年度の２回分をまとめて支払う。）を想定している。 

 したがって、１回の支払額（支払初年度を除く。）は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

   

支払初年度については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

なお、「まちづくり交付金対象施設」にかかる「施設費」については、施設引き渡

し後に一括して香取市から「事業者」に支払うものとする。 

 

イ.支払金利の支払額算定方法 

 「事業計画書」に記載された割賦金利による元利均等返済に基づいて、「事業者」

が金融機関へ支払う借入金等支払利息を算定する。 

 割賦金利の基準金利は平成２０年１０月３１日に定めるものとし、以後は原則と

して見直しは行わない。 

 「国分支払金利」及び「香取市分支払金利」は、施設費と同様に、事業期間にわ

たり、年２回、全 31 回の支払を想定している。その支払時期については、施設費の

支払時期と同様とする。 

  

「国分施設費」の 

1 回の支払額 

元利均等 32 回分割払いを 

前提とした「施設費」の 1回分 
＝

「香取市分施設費」の 

1 回の支払額 

元利均等 32 回分割払いを 

前提とした「施設費」の 1回分 
＝

「国分施設費」の 

1 回の支払額 

元利均等 32 回分割払いを 

前提とした「施設費」の２回分 
＝

「香取市分施設費」の 

1 回の支払額 

元利均等 32 回分割払いを 

前提とした「施設費」の２回分 
＝
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したがって、１回の支払額（支払初年度を除く。）は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

支払初年度については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

②維持管理・運営費の費用の支払額算定方法 

「事業契約書」別紙１及び「維持管理・運営業務委託契約書」別紙１による「維持

管理・運営費」の費用は、事業期間にわたり、年２回、全 31 回の支払を想定しており、

各年度において定額の支払を想定している。支払時期については、施設整備費の支払

時期と同様とする。 

ただし、維持管理費については「本施設」の「引渡日」から最初に到来する事業年

度末までの支払額（初年度支払額）については、「引渡日」から最初に到来する事業年

度末までの経過日数において生じた費用を日割計算して支払うものとする。 

また、香取市分運営業務費について、事業者が指定管理者として施設使用料を徴収

し、自らの収入とすることになる施設（地域交流施設の多目的コーナー、水辺交流セ

ンターの情報収集室（多目的研修室）、水防従事者休憩室（シャワー室、ロッカー室）、

レンタサイクル、佐原河岸桟橋等の施設利用料）については、これらの施設に要する

香取市分運営業務費から、事業者が提案するこれら施設からの見込み収入額を差し引

いた額を支払うものとする。 

 また、「維持管理・運営費」の支払額については、表２の負担割合により「事業契約」、

「維持管理・運営業務委託契約」及び「三者覚書」に従い、「支出負担行為担当官」と

しての「発注者」が「国分維持管理・運営費」、香取市が「香取市分維持管理・運営費」

をそれぞれ支払う。 

「国分支払金利」の 

1 回分の支払額 

元利均等 32 回分割払いを 

前提とした 1回分の支払金利 
＝

「香取市分支払金利」の 

1 回分の支払額 

元利均等 32 回分割払いを 

前提とした 1回分の支払金利 
＝

「国分支払金利」の 

1 回分の支払額 

引き渡し日から当該事業 

年度末までの支払金利 
＝

「香取市分支払金利」の 

1 回分の支払額 

引き渡し日から当該事業 

年度末までの支払金利 
＝
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 したがって、１回の支払額（維持管理費については初年度を除く。）は、次のとおり

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他の費用の支払額算定方法 

 その他の費用も事業期間にわたり、年２回、全 31 回の支払を想定している。支払時

期については、施設整備費の支払時期と同様とする。 

ただし、「本施設」の「供用開始日」から最初に到来する事業年度末までの支払額（初

年度支払額）については、「供用開始日」から最初に到来する事業年度末までの経過日

数において生じた費用を日割計算して支払うものとする。 

 また、「その他の費用」の支払額については、表２の負担割合により「事業契約」、「維

持管理・運営業務委託契約」及び「三者覚書」に従い、「支出負担行為担当官」として

の「発注者」が「国分その他の費用」、香取市が「香取市分その他の費用」を支払う。 

 したがって、１回の支払額（初年度を除く。）は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

初年度を除く「国分その他の費用」の

1回分の支払額 

初年度を除く「国分その他の費

用」の総額の 1/30 
＝

初年度を除く「香取市分 

その他の費用」の 1回分の支払額 

初年度を除く「香取市分その他の

費用」の総額の 1/30 
＝

初年度を除く「国分維持管理費」の 

1 回分の支払額 

初年度を除く「国分維持管理費」の

総額の 1/30 
＝

初年度を除く「香取市分維持管理費」

1回分の支払額 

 初年度を除く「香取市分維持管理

費」の総額の 1/30 
＝

「国分運営業務費」の 

1 回分の支払額 
「国分運営業務費」の総額の 1/30 ＝

「香取市分運営業務費」の 

1 回分の支払額 
「香取市分運営業務費」の総額の 1/30＝
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(2)支払方法 

 「ＰＦＩ事業費」の支払は、上記に基づき算定された各費用の支払額について、原則

として次のとおり支払うものとする。 

 各費用の支払は、「発注者」及び香取市が「事業者」からの請求書を適法に受理した後、

以下の時期までに支払うものとする。なお、「香取市分施設費」、「香取市分支払金利」に

ついての請求書は、「事業者」から「契約担当官」としての「発注者」に送付するものと

し、「契約担当官」としての「発注者」は「事業者」からの当該請求書を適法に受理した

後、直ちに香取市に対して債務証明書を交付し、当該請求金額は香取市が直接「事業者」

に支払うものとする。 

① 施設整備費の支払時期 

 「施設費」及び「支払金利」については、「本施設」の「引渡日」から最初に到来する

事業年度末までの初年度については、第１回目支払として当該事業年度末の翌月末まで

に２回分をまとめて支払う。第２回目以降の支払については、各事業年度における４月

１日から９月３０日までの半期分を翌月の１０月３１日、１０月１日から３月３１日ま

での半期分を翌月の４月３０日までに各々１回分を支払う。ただし、支払日当日が「休

日」の場合はその前日までに支払うものとする。 

 なお、「まちづくり交付金対象施設」分の支払は、「施設費」の第 1 回目の支払と同時

に行う。 

② 維持管理・運営費及びその他の費用の支払時期 

 「維持管理・運営費」及び「その他の費用」については、「本施設」の「引渡日」から

最初に到来する事業年度末までの初年度については、第１回目支払として当該事業年度

末の翌月末までに、当該事業年度における経過日数において生じた費用について日割計

算した金額を支払う。第２回目以降の支払については、各事業年度における４月１日か

ら９月３０日までの半期分を翌月の１０月３１日、１０月１日から３月３１日までの半

期分を翌月の４月３０日までに各々１回分を支払う。ただし、支払日当日が「休日」の

場合はその前日までに支払うものとする。 

③ 消費税等の支払時期 

 「施設整備費」、「維持管理・運営費」及び「その他の費用」にかかる消費税等につい

ては、各費用の支払額に応じて算定される消費税等を当該費用の支払と同時期に併せて

支払う。 

(3)支払額の減額措置 

 選定事業の実施に関する各業務の業績等の監視を行い、「業務要求水準書」で定められ

た要求水準が満たされていない場合は、支払額の減額等を行う。 

 減額措置の具体的な方法については、「事業契約書」別紙９「業績等の監視及び改善要

求措置要領」に別途定めるものとする。 
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(4)支払額の改定の考え方 

①金利変動に基づく改定（見直し） 

ア．対象となる費用 

「施設整備費」のうち「支払金利」とする。 

イ．改定時期 

平成２０年１０月３１日とする。 

ウ．改定方法 

平成２０年１０月３１日の午前１０時現在の東京スワップ・レファレンス・レー

ト（Ｔ．Ｓ．Ｒ）としてテレレート１７１４３ページに表示されている６ケ月ＬＩ

ＢＯＲベース１５年物（円／円）金利スワップレートを基準金利の利率とし、基準

金利に入札時に提案したスプレッドを加えた合計を割賦金利の利率とし、「事業計画

書」における算定方法に従い、支払金利を改定する。 

②維持管理・運営費及びその他の費用の支払額改定 

  「維持管理・運営費」及び「その他の費用」の支払額については、年度毎に見直す

ものとする。この見直しは、物価変動を含め、「本事業」における「維持管理・運営費」

及び「その他の費用」の総額について、ＰＦＩ法の趣旨に基づく民間の資金、経営能

力及び技術的能力の有効な活用と、国民及び香取市民の負担を原資とする国及び地方

公共団体における適正な経費負担の観点に十分留意して、「発注者」、香取市及び「事

業者」が協議して行う。また、その他必要に応じて、「発注者」、香取市及び「事業者」

が協議の上改定を行うことができるものとする。 

  ア．対象となる費用 

「維持管理・運営費」、「その他の費用」 

イ．改定時期 

物価変動リスクを踏まえた対価の改定時期は、次のとおりとする。 

a) 改定指標の評価：毎年８月１日の指標 

b) 対価の改定：原則として、翌年度の４月１日以降の「維持管理・運営費」及び

「その他の費用」の支払に反映 

なお、第１回目の支払は、事業契約締結日の属する年度の８月１日と平成２１年

度の８月１日の指標により対価の改定を行う。 

ウ．改定方法 

次のいずれかの条件を満たす場合に「維持管理・運営費」及び「その他の費用」の

改定を行う。 

a) 前回の評価時（第１回目の支払については、「事業契約」の締結日の属する年

度の８月１日）の指標に対して、現指標が１ポイント以上変動した場合 

b) 前回改定時の指標(改定が無い場合は、「事業契約」の締結日の属する年度の８

月１日)に対して、現指標が３ポイント以上変動した場合 
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エ．改定率 

改定率は、次のとおりとする。 

 業務 使用する指標 計算方法 

維持管理費 建築の維持管理業務費用 

建築設備の維持管理業務費用 

建築、建築設備の清掃業務費用 

土木の維持管理業務費用 

「企業向けサービス価格指数」整備管理（日銀調査統

計局） 

改定率① 

改定率① 

改定率① 

改定率① 

運営業務費 河川利用情報発信施設運営業務費用

水辺交流センター運営業務費用 

地域交流施設運営業務費用 

外構施設運営業務費用 

安全管理業務費用 

広報業務費用 

総務業務費用 

「毎月勤労統計調査」実質賃金指数／調査産業計 現

金給与総額（厚生労働省） 

改定率② 

改定率② 

改定率② 

改定率② 

改定率② 

改定率② 

その他の費

用 

特別目的会社の運営費等 「消費者物価指数」総合／全国（総務省統計局） 改定率③ 

「維持管理・運営費」については、その初年度に支払われる対価（及びその内訳）

を基準額として、年度ごとに、オ．に規定する算定式に従って各年度の対価を確定す

る。なお、改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

「その他の費用」については、対象となる特別目的会社の運営費相当の対価（及び

その内訳）を基準として、年度ごとに、オ．に規定する算定式に従って各年度の対価

を確定する。なお、改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

オ．計算方法 

改定率①  a）前回の評価時（a-2 年度）の指標に対して、a-1 年度の指標が１ポイ

ント以上変動した場合 

 

ＡＰa ＝ＡＰa-1 × 

 

b) 前回改定時（b-1 年度）の指標に対して、a-1 年度の指標が３ポイン

ト以上変動した場合 

 

  ＡＰa ＝ＡＰb × 

 

 

 

 

ＣＳＰＩa-1 

ＣＳＰＩa-2 

ＣＳＰＩa-1 

ＣＳＰＩb-1 
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改定率②  a）前回の評価時（a-2 年度）の指標に対して、a-1 年度の指標が１ポイ

ント以上変動した場合 

 

 ＡＰa ＝ＡＰa-1 × 

 

b) 前回改定時（b-1 年度）の指標に対して、a-1 年度の指標が３ポイン

ト以上変動した場合 

 

  ＡＰa ＝ＡＰb × 

 

 

改定率③  a) 前回の評価時（a-2 年度）の指標に対して、a-1 年度の指標が１ポイ

ント以上変動した場合 

 

   ＡＰa ＝ＡＰa-1 × 

 

b) 前回改定時（b-1 年度）の指標に対して、a-1 年度の指標が３ポイン

ト以上変動した場合 

 

  ＡＰa ＝ＡＰb × 

 

ＡＰa ：a 年度のＡ業務の支払額   ＡＰa-1：a-1 年度のＡ業務の支払額 

ＡＰb ：b 年度のＡ業務の支払額 

ＣＳＰＩ：企業向けサービス価格指数  ＲＷＩ：実質賃金指数 

ＣＰＩ：消費者物価指数 

ＲＷＩa-1 

ＲＷＩa-2 

ＲＷＩa-1 

ＲＷＩb-1 

ＣＰＩa-1 

ＣＰＩa-2 

ＣＰＩa-1 

ＣＰＩb-1 
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3.その他の収入及び支払について 

(1)事業者の支払う費用 

①施設使用料 

本事業において、事業者が香取市に施設使用料として支払う費用は、以下の項目によ

り構成される。 

項目 内訳 構成される支払の内容 

地場特産品展示

販売施設使用料 

物販施設の総売り上げの５％を施設使用料として香取市へ

納付する。 地域交流施設

の使用に係る

費用 飲食施設使用料 
飲食施設使用料として、飲食施設の規模に応じた一定額を

香取市へ納付する。1,800 円/㎡･月とする。 

水辺交流セン

ターの使用に

係る費用 

付帯施設 

付帯施設使用料として、付帯施設の規模に応じた一定額を

香取市へ納付する。900 円/㎡･月とする。 

なお、香取市の期待する飲食施設を提案した場合には、供

用開始日から３年間は施設使用料を免除する。 

②香取市への支払 

事業者は、毎月の物販施設の総売上と使用料を示す書類を翌月の 10 日までに香取市へ

提出する。 

事業者は、施設使用料を翌月の 15 日までに香取市へ納入する。 

 (2)「利用料金制度」に基づく事業者の収入 

 本事業において、事業者が香取市公の施設の指定管理者として、公の施設の設置条例

における「利用料金制度」に基づいて利用者から徴収する施設の利用料は、以下の項目

により構成される。 

 なお、施設の利用料の設定は、香取市が公の施設の設置条例において定める上限を超

えない範囲で、事業者が自ら設定することができる。この際には、香取市の承諾を受け

る必要がある。 

 

項目 内訳 構成される収入の内容 

多目的コーナー

の運営による収

入 

事業者は多目的コーナーの利用者から施設利用料を徴収

し、収入とすることができる。多目的コーナーは時間貸し

を想定している。 

地域交流施設

の運営による

収入 駐車場等屋外の

運営による収入 

事業者は駐車場等屋外を利用してイベント等を実施する利

用者から利用料を徴収し、収入とすることができる。 

情報収集室 

(多目的研修室) 

事業者は情報収集室の利用者から施設利用料を徴収し、収

入とすることが出来る。多目的研修室は時間貸しを想定し

ている。 

水防従事者休憩

室（シャワー室

等） 

事業者は、利用者から利用１回あたりの施設利用料を徴収

し、収入とすることができる。 

水辺交流セン

ターの運営に

よる収入 

レンタサイクル 

事業者は、レンタサイクルの貸出しを有料とし、その収益

により維持管理を行う。また、利用者から利用１回あたり

の利用料を徴収し、収入とすることができる。 
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佐原河岸の運

営による収入 

佐原河岸の船舶

昇降スロープと

桟橋 

事業者は、佐原河岸全体の管理に係る負担の一部として、

船をもって入場したものから利用料を徴収し、収入とする

ことができる。詳細は次のとおりとする。 

・船舶昇降スロープ等 

 佐原河岸内で船舶の昇降をした場合（船舶昇降スロープ

を利用しての船舶の昇降含む）、利用者から利用料を徴収で

きる。 

・係留桟橋の利用 

 本川から来る利用者から、係留桟橋の利用料を徴収でき

る。 

 

(3)事業者のその他の収入 

 本事業において事業者に入るその他の収入は、以下の項目により構成される。 

項目 内訳 構成される収入の内容 

地場特産品展示

販売施設の販売

委託手数料 

出荷された地場の生鮮品や地場特産品を販売する販売委託

手数料として、売上の一定率（要求水準書に定める基準を

もとに事業者の提案による）を徴収し、事業者の収入とす

ることができる。 

地域交流施設

の運営による

収入 
飲食施設の運営

による収入 

飲食施設の運営による収入を事業者の収入とすることがで

きる。 

 


